
福岡県内で地域経済牽引事業を行う企業

主な支援措置は下記のとおりです。

（１）法人税の軽減措置
　　設備投資額に応じた法人税の減税措置（税額控除又は特別償却）を受けられます。

税額控除 特別償却
機械・装置、器具・備品 ４％ 35％

※上乗せ要件を満たす場合 ５％～6％ 50％
建物及び附属設備、構築物 ２％ 20％

要件
・地域経済牽引事業の用に供する施設・設備の新設又は増設
・対象施設、設備の取得価額の合計額が １億円以上　等

要件
・取得した土地建物について取得価額の合計額が１億円を超えるものが対象
　（農林漁業及びその関連業種は５千万円を超えるもの）

（２）不動産取得税の課税免除（県）
（１）の支援措置の適用がある建物及びその敷地である土地にかかる不動産取得税（税率：土地３
％、建物４％）を免除

（３）固定資産税の課税免除または不均一課税（市町村）
当該事業の用に供するために取得した固定資産に係る固定資産税の課税免除等
※課税免除等の有無や要件は、市町村によって異なります。

この制度の適用を受けるには、県による地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要があります。
なお、課税の特例措置の適用を受けるためには、県による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国
による事業の先進性等の確認が必要です。手続きについては、下記までお問い合わせください。

福岡県商工部商工政策課　産業特区推進班

※上乗せ要件については、地域経済索引事業の経済産業省ホームページをご覧ください。

設備の取得期限：
令和10年３月３１日

URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/chiikimirai.html
TEL：０９２―６４３―３４１６ FAX：０９２―６４３―３４１７ e-mail：greenasia@pref.fukuoka.lg.jp

地域経済牽引事業

産業集積、観光資源、特産物、技術、人材など地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に
対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を行う企業を支援します。

対象者

内　容

活用方法

設備投資に対する税制等の支援を受けたい

お問い合わせ先

福岡県環境部循環型社会推進課 リサイクル係
TEL：０９２―６４３―３３７２
URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shisetu.html

E-mail：recycle@pref.fukuoka.lg.jp

①県内の事業者で、県内で新たに施設を整備（新設又は改造）し、リサイクル事業を行おうとする方
②廃棄物処理法第１４条第５項第２号イからヘの各規定に該当しない方
③県税の滞納等がない方
④事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある方

①施設の中核的技術やリサイクルシステム等において先導性を有し、他のモデルとなること
〔例〕 ・従来の技術ではリサイクルが困難であった廃棄物のリサイクル

・リサイクル製品の新規用途開拓など
②産業廃棄物のリサイクル、減量化効果が高く、県内への波及効果が見込めるもの
③焼却施設等廃棄物の処理、処分を主たる目的とするものでないこと
④施設整備完了後、速やかに事業化できるものであること　など

【補助率】 補助対象経費の１／３以内（３,０００万円を限度）
【補助対象経費】 ①本工事費 ②付帯工事費 ③機械器具費など
【その他】 ・補助事業は補助金の交付決定後に着手し、当該年度末（３月３１日）までに完

了することが必要です。
・補助金の支払いは、補助事業終了後、原則として精算払いとなります。
・採択件数 予算の範囲内で１～２件程度

補助事業計画書に必要書類を添えて提出していただきます。
※廃棄物の種類、施設の規模によって、廃棄物処理法上の許可が必要となる場合がありますので、
必ず事前に関係の廃棄物担当部局と相談した上で計画書を提出してください。
※計画書等の様式は県のホームページからダウンロードできます。

令和７年度の募集期間（令和７年２月28日から４月11日まで）

先導的リサイクル支援事業（リサイクル施設整備費補助事業）

産業廃棄物の減量化や資源の有効利用を図るための、リサイクル施設の整備を支援します。

補助を利用できる方

補助の要件

補助の内容

募集期間

申請の手続き

リサイクル施設の整備に対して支援を受けたい

お問い合わせ先
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